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４番 千葉 泰彦 議員の御質問にお答えします。 

 

はじめに、所管部署間の連携を強化するための組織体

制づくりについて申し上げます。 

今年度は新たな総合計画を策定する重要な年度であり、

今後の施策や事業の全体像を見極めながら、役場全体の

組織再編を進めていく考えです。 

ご質問の「地域のあり方検証」につきましては、当面、

政策推進課が全体を統括し、各課の枠を超えた全庁的な

体制で取り組みます。その上で、今後の組織再編の議論の

中で、より実効性のある推進体制を構築してまいります。 

なお、組織再編の時期は、現時点では、総合計画がスタ

ートする令和９年４月を基本として考えておりますが、

新たな施策の実行にあたり、司令塔機能の設置や新年度

予算の策定など、準備期間も必要となりますので、令和８

年度内であっても前倒しで組織の見直しを行っていく考

えであります。 

 

次に、行財政改革についてであります。 

議員ご案内のとおり、現在、新たな行財政改革大綱の策

定を進めております。 

その推進体制と着手時期についてですが、既に着手し

ている取り組みとして、本年５月に事務・事業の見直しに

関する職員提案を実施いたしました。新たな総合計画を
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推進するには、限られた人員や予算といった経営資源を

効果的に配分する「選択と集中」が不可欠です。このため、

既存事業の抜本的な見直しにつなげるべく、全庁から幅

広く提案を募った次第であります。 

提案された項目につきましては、今後、職員検討チーム

を立ち上げ、関係課へのヒアリング等を行った後、町行財

政改革推進本部で議論し、町としての方針を決定する予

定です。 

ただし、特に「事業の廃止」に関わる項目は、町民生活

への影響を十分に配慮する必要がございます。そのため、

議会への報告・協議など、さらには総合開発審議会での審

議といった丁寧なプロセスを経て、最終的に決定してま

いります。 

 

次に、幅広い世代との意見交換や、町外の「関係人口」

への働きかけについてでございます。 

町の持続可能な発展のためには、広く町民の皆様の声

を町政に反映させること、そして町外にお住まいでも本

町と関わりを持つ「関係人口」を増やしていくことが、と

もに重要であると認識しております。 

これまでも、わさび農家など一次産業の皆様、ホテル関

係者、交通事業者、医療福祉介護関係者、建設業協会の皆

様など様々な機会を捉えて意見交換を重ね、それぞれの

現場が抱える課題について認識を深めてまいりました。 
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また、関係人口への働きかけとしましては、先日、岩泉

高校同窓会東京支部の再建総会に出席した際に、出席者

の皆様から「町との関わりを持ち続けたい」という熱心な

声も直接伺いました。 

引き続き、様々な分野・年代の方々とも、こうした対話

の機会を設けるとともに、オンラインなども活用しなが

ら、皆様の声を新しい総合計画に適切に反映させてまい

ります。 

 

次に、情報発信につきましては、各種ツールの特性に応

じて、対象者や内容を整理して運用しております。 

具体的には、全戸に配布する広報紙は、全町民に情報を

お届けする最も基本的な媒体であり、特に高齢者層にと

っては重要な情報源です。ホームページは、町の公式情報

を網羅的に集約するプラットフォームと位置付けており

ます。各種ＳＮＳは、ＬＩＮＥ、Ｘ、Instagramなど、そ

れぞれの利用者層に合わせて、行政情報から観光の魅力

まで、効果的に発信しております。 

今後は、地域情報配信サービスであった「ぴーちゃんね

っと」の運用終了も一つの契機と捉え、防災情報の配信体

制強化を含め、情報発信ツール全体のあり方を一体的に

見直してまいります。 

 

次に、「町民」とは誰ですか、というご質問でございま
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すが、私が「町民」と申し上げる時、当然ですが、それは

本町にお住まいの全ての方々を指しております。言うま

でもなく、お一人おひとりが、かけがえのない大切な町民

です。 

そのうえで、町政の推進にあたっては、すべての町民の

皆様に政策の趣旨が届くよう、今後も丁寧な説明を尽く

してまいります。 

町民の皆様との懇談会や地域の行事などを通じて様々

なご意見を伺い、アンケート結果などのデータとも照ら

し合わせながら、政策を立案してまいります。 

事業の評価・検証にあたりましても、立案時の想定と実

際の効果を比較するため、関係者の皆様のご意見を伺う

とともに、定量的なデータも用いて客観的に分析し、これ

まで以上に町民の皆様への説明責任を果たしてまいる所

存です。 

 

最後に、「子ども未来応援事業」の実施経緯についてで

あります。 

本事業は、かねてより議会から町に対して、正式に出産

祝金の増額や入学等の節目での段階的な支給についてご

要望をいただいており、役場内部でもこれまで協議を重

ねてきた事業でございます。 

また、町のアンケート調査におきましても、「子育てに

係る経済的負担の軽減」や「進学費用への支援」を求める
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声が際立って高い結果となっております。 

町議会からの要望、そして私の選挙の際の町民の方々

からの声もあり、あらためて子どもの未来への応援が必

要だと強く感じ、それを立案したところです。 

近年の物価高騰が子育て世帯の経済的負担を増大させ

ている状況も踏まえ、国や県の制度に加えて、町独自にき

め細かな支援を行う必要もあると判断し、最終的に本事

業の実施を決定したものであります。 

「人への投資」である子育て支援事業は、その効果を短

期間の数値だけで測ることは難しい側面もございます。

しかしながら、「子ども・子育て会議」や各種ニーズ調査

を通じて、子育て世代の皆様の声を的確に把握し、施策の

改善に努めてまいります。 

これらの事業は、いずれも本町の未来を担う子どもた

ちへの重要な投資です。次期総合計画の中で、子育て支援

策を総合的な観点から体系化し、その方向性と評価のあ

り方を明確に定めてまいります。 

 

以上で答弁を終わります。 

 

 


